
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 

平成 24年 3月 5日保医発 0305第 2号 

 

別添２ 

入院基本料等の施設基準等 

第１ 入院基本料（特別入院基本料（７対１特別入院基本料及び10対１特別入院基本料を含む。）を 

含む。）及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び

栄養管理体制の基準 

 

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準は、「基本

診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。 

１ 入院診療計画の基準 

(１) 当該保険医療機関において、入院診療計画が策定され、説明が行われていること。 

(２) 入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、 

患者に対し、別添６の別紙２を参考として、文書により病名、症状、治療計画、検査内容及び日 

程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、入院後７日以内に説明を行うこと。た 

だし、高齢者医療確保法の規定による療養の給付を提供する場合の療養病棟における入院診療計 

画については、別添６の別紙２の２を参考にすること。なお、当該様式にかかわらず、入院中か 

ら退院後の生活がイメージできるような内容であり、年月日、経過、達成目標、日ごとの治療、 

処置、検査、活動・安静度、リハビリ、食事、清潔、排泄、特別な栄養管理の必要性の有無、教 

育・指導（栄養・服薬）・説明、退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点が電子カルテなど 

に組み込まれ、これらを活用し、患者に対し、文書により説明が行われている場合には、各保険 

医療機関が使用している様式で差し支えない。 

(３) 入院時に治療上の必要性から患者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、可能な 

範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。 

(４) 医師の病名等の説明に対して理解できないと認められる患者（例えば小児、意識障害患者）につ 

いては、その家族等に対して行ってもよい。 

(５) 説明に用いた文書は、患者（説明に対して理解できないと認められる患者についてはその家族等） 

に交付するとともに、その写しを診療録に貼付するものとする。 

(６) 入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療計画書 

に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある。 

 

５ 栄養管理体制の基準 

(１) 当該保険医療機関内に、栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が１名以上配置されていること。 

ただし、有床診療所においては非常勤であっても差し支えない。 

(２) 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を 

整備し、あらかじめ栄養管理手順（栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、 

定期的な評価等）を作成すること。 

(３) 入院時に患者の栄養状態を医師、看護師、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要 



性の有無について入院診療計画書に記載していること。 

(４) (３)において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の評価を行 

い、医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの栄養状態、摂食 

機能及び食形態を考慮した栄養管理計画（別添６の別紙23又はこれに準じた様式とする。）を作 

成していること。なお、救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定できない場合の栄養 

管理計画は、入院後７日以内に策定することとする。 

(５) 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法、特別食の有無等）、栄養食 

事相談に関する事項（入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等）、その他栄養管理上の課題 

に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載すること。また、当該計画書の写しを診療録に貼 

付すること。 

(６) 当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録 

していること。 

(７) 当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。 

(８) 特別入院基本料及び短期滞在手術基本料１を算定する場合は、(１)から(７)までの体制を満たし 

ていることが望ましい。 

(９) 当該保険医療機関において、(１)に係る基準が満たせなくなった場合、当該基準を満たさなくな 

った日の属する月を含む３か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できる。 

(10) 平成24年３月31日において、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の「診療 

報酬の算定方法」別表第１に規定する医科点数表に掲げる栄養管理実施加算の届出を行っていな 

い保険医療機関にあっては、平成26年３月31日までの間は、地方厚生（支）局長に届け出た場合 

に限り、(１)の基準を満たしているものとする。 

 

第１の２ 歯科点数表第１章基本診療料第２部入院料等通則第６号ただし書に規定する入院基本料

（特別入院基本料（７対１特別入院基本料及び10対１特別入院基本料を含む。）を含む。）及び特定

入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基

準、入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準は、「基

本診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。 

１ 第１の１から４までのいずれにも該当するものであること。 

 

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 
平成 24 年 3月 5日保医発 0305 第 3号 

第４の６ 糖尿病透析予防指導管理料 

 

１ 糖尿病透析予防指導管理料に関する施設基準 

(１) 当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。 

ア糖尿病指導の経験を有する専任の医師 

イ糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師 

ウ糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士 

(２) (１)のアに掲げる医師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を５年以上有する 



者であること。 

(３) (１)のイに掲げる看護師は、次のいずれかに該当する者であること。 

ア糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を２年以上有し、かつ、この間に通算1,000 

時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者なお、ここでいう 

適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。 

① 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。 

② 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例分析・ 

評価等の内容が含まれるものであること。 

③ 糖尿病患者の療養指導について十分な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演習が含 

まれるものであること。 

④ 通算して10時間以上のものであること。 

イ糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を５年以上有する者 

(４) (１)のイに掲げる保健師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を２年以上有す 

る者であること。 

(５) (１)のウに掲げる管理栄養士は、糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を５年以上 

有する者であること。 

(６) (２)から(４)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、尐なくとも１名以上は常勤である 

こと。 

(７) (２)から(５)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法 

士が配置されていることが望ましいこと。 

(８) 糖尿病教室を定期的に実施すること等により、糖尿病について患者及びその家族に対して説明が 

行われていること。 

(９) 病院については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 

当該体制については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

の別添３の第１の１の(５)と同様であること。 

(10) 糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添２の様式５の７を用い 

て、地方厚生局（支）局長に報告していること。 

 

２ 届出に関する事項 

(１) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準に係る届出は、別添２の様式５の６及び「基本診療料の施 

設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添７の様式13の２を用いること。 

(２) 毎年７月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果 

を評価するため、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の 

別添７の様式13の２により届け出ること。 

(３) １の(２)に掲げる医師、(３)又は(４)に掲げる看護師又は保健師及び(５)に掲げる管理栄養士の 

経験が確認できる文書を添付すること。 

 

 

 



 


